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HP: http://www.kobayashi-law-office.jp/    （岡山弁護士会所属） 

 このたびの大雨等による自然災害におかれましては、皆

様ご無事でしたでしょうか。被災された皆様に、謹んでお

見舞い申し上げます。 

 私はと言うと、３月下旬に、ついに私初の著書「これで

安心！！中小企業のための“経営法務”リスクマネジメン

ト」（出版社ぎょうせい）が発行になりました。これもひ

とえに皆様のおかげで、これからも、中小企業法務支援に

邁進して参る所存です。一般書店でも取り扱っているの

で、よろしくお願いいたします。 

 また４月２０日から玉野商工会議所に「たまの未来塾」

を作っていただき、塾長に就任いたしました。毎回１回私

が選んださまざまな講師にご登壇いただきます。そして，

経営者としてのスキルアップや後継者の育成、また地域づ

くりに取り組む次世代リーダーの育成のために、塾生とも

ども勉強していきたいと考えています。毎回恐怖の？懇親

会も付いています。 

 また、５月１８日には、おかやま経営リスクマネジメン

トネットワーク（小林裕彦法律事務所、株式会社アルマ経

営研究所、司法書士法人永田事務所、税理士法人おかやま

創研）主催の第２回セミナー及び相談会を一日かけて開催

いたしました。今年は、両備ホールディングスの松田敏之

副社長にゲスト講演をしていただき、大いに盛り上がりま

した。 

 昨今の財務省の一連の不祥事、日本大学の初動対応のま

ずさなどを考えると、経営リスクマネジメントは企業経営

にとって大変重要になってきます。 

 

 

たまの未来塾 

 

おかやま経営リスクマネジメントネットワーク 

http://www.kobayashi-law-office.jp/
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著書発売のご案内 

小林裕彦法律事務所のホームページ紹介のおすすめ 

 小林裕彦法律事務所のホームページやコラムを御社のホームページ等で御紹介いただくことで御社が

法律に強いというイメージを与え、不当な要求等への抑止力となることも期待できます。 

 ぜひ、当事務所のホームページ（下記URL）を「当社の顧問弁護士のホームページです」といったニ

ュアンスにて御紹介いただければ幸いです。 

ホームページ http://www.kobayashi-law-office.jp/ 

コラム http://www.kobayashi-law-office.jp/column/ 
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************************************************************************* 

■□  法（ほう）～納得！ 第５２号  □■   平成３０年２月２８日発行 

************************************************************************* 

～  空き屋問題（１） ～ 

 

 先日，福岡市で空き家が全焼する火事がありました。この火事により，空き家が全焼したほか，隣接するアパートなど３棟の一部が焼

けました。 

 さいわい，けが人はいませんでした。火事の原因は，まだ分かっていませんが，警察は，不審火とみて調べているようです。 

 さて，現在，日本では，空き家の増加が社会問題となっています。空き家の増加は，単に，社会資源の有効活用ができていないという

にとどまらず，冒頭に述べましたように，不審火等が発生しやすくなるなど，治安の悪化にも繋がります。 

 そこで，今回は，空き屋問題について，皆様と一緒に考えたいと思います。 

  

○空き家に関する統計 

 少し古いデータにはなりますが，平成２５年１０月１日現在における日本の総住宅数は，６０６３万戸で，５年前と比較すると，３０

４万戸の増加が見られます（増加率５．３％）。 

 この住宅のうち，空き屋についてみてみると，空き屋数は８２０万戸となり，５年前に比べて６３万戸も増加しています（増加率８．

３％）。 

 空き屋率（総住宅数に占める割合）は，なんと１３．５％となり，空き屋数・空き屋率共に過去最高となっています。 

 ちなみに，空き屋率が最も高い県は，山梨県の１７．２％であり，次いで四国４県が１６％台後半で続いています。岡山県は，１５．

４％の空き屋率で，第９位の空き屋率となっています。 

 また，平成２６年の空き屋実態調査によると，空き屋の今後５年程度のうちの利用意向は，所有者やその親族が利用するが２２．９％

ともっとも多く，その次が空き屋にしておく２１．５％となっています。そして， 空き屋にしておく理由は， 物置として必要だから

（４ ４． ９ ％），解体費用をかけたくないから（３９．９％），特に困っていないから（３７．７％）となります。 

 今の日本社会において，空き家がいかに増加しているかがお分かり頂けたかと思います。 

  

○空き家を放置することの問題点 

 では，空き家を放置することは，一体何が問題なのでしょうか。 空き家を放置すると，庭木や雑草が繁茂し，様々な虫の発生源とな

ります。中には，ネズミや蜂など，衛生上有害な害獣・害虫が発生することもあります。また，建物が老朽化し，地域の景観が悪化した

り，放火等の危険性が増大するなど，治安が悪化することもあります。 

 

○工作物責任 

 空き家の所有者に特にお気を付け頂きたいのは，工作物責任です。工作物責任とは，土地の工作物の設置又は保存の瑕疵が原因で第三

者に損害を与えた場合に，その工作物の占有者及び所有者が負う責任をいいます。この責任は，第１次的には工作物の占有者が負います

が，占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意を怠らなかったことを証明すれば，工作物の所有者が責任を負うこととなります。 

 空き家の場合，きちんと管理がなされないまま放置されることも多いため，空き家の建材が飛散したり，空き家が倒壊して第三者に損

害を与えることは十分に考えられます。このような場合，空き家の占有者又は所有者は，その責任を負わなければならないのです。 

 では，空き家の占有者や所有者が負うこととなる損害賠償責任はどの程度のものでしょうか。 

 公益財団法人日本住宅総合センターでは，空き屋が原因となって損害を与えた場合に追うべき賠償額の試算をしています。たとえば，

空き屋が原因で隣家にシロアリ，ネズミの被害が発生した場合は，２３．８万円（シロアリ駆除・点検が１７万円，ネズミ駆除が３．５

万円，雑草刈り取りが３ ．３ 万円），外壁材等の落下による死亡事 

故の場合は５６３０万円（死亡逸失利益が３４００万円，慰謝料が２１００万円，葬儀費用が１３０万円）となります。 

 空き家の占有者又は所有者は，空き屋を放置することで，思わぬ負担を負わなければならなくなる可能性があるのです。 

  

○空き家の調査 

 皆様には，空き家を放置することの危険性をご理解頂けたかと思います。空き家は，その所有者により，きちんと管理・処分をして頂

く必要があります。 

 ただ，空き家を管理・処分するにあたり，空き家の「所有者」の特定で行き詰まることがあります。不動産の所有者を調べるときは，

当該不動産の登記事項証明書（いわゆる不動産登記簿謄本）を取得します。登記事項証明書は，誰でも取得することができます。登記事

項証明書の具体的な取得方法，手数料等は，法務局で教えて頂くことができます。 

 さて，空き家の登記事項証明書を取得したところ，その所有者が，故人である場合があります。つまり，某不動産が，遺産分割のなさ

れないまま放置されていたため，某不動産の所有者が故人となっていることがあるのです。 

 空き家を処分できるのは，あくまで空き家の所有者です。空き家につき相続が発生し，その遺産分割がなされていないとなれば，空き

家の所有者は相続人全員（相続人による共有）となりますので，相続人全員の同意がなければ，空き家を処分できないのが原則です。 

 では，このような場合は，どのように対処すればよいのでしょうか。この点は，次回に持ち越したいと思います。 

  

 皆様には，本稿で，空き家に対する問題意識をお持ち頂ければ幸いです。 

 次回は，具体的な空き家対策をお伝えしたいと思います。 
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************************************************************************* 
■□  法（ほう）～納得！ 第５６号  □■    平成３０年６月２９日発行 
************************************************************************* 
～  株主総会 ～ 
 ６月というと，株主総会が集中する時期です。皆様は，株主総会に出席されたことはあるでしょうか。 
 さて，株主総会では，会社が株主に対し，自社製品等の土産を渡すことが多いのですが，最近では，土産を
渡さない会社が増えてきているようです。今月中に株主総会を開く企業のうち，今月の１４日までに招集通知
を公表した２４０５社について某銀行が調べたところ，株主総会において手土産を渡さない企業は約１６％
（３７３社）となりました。某会社はその理由を「出席者に土産を渡し，遠方に住んでいたり，都合で出席が
難しかったりする株主に渡さないのは良くない」といいます。しかし，その本音は，「土産目的ではなく，本
当に出席したい株主だけに来てもらいたい」というものがあるようです。あるいは，出席株主の数が減ること
で，会場費用や事務の負担を節約できるという思いがあるのかもしれません。先ほど土産を渡さない理由を説
明した某会社が，今年に開催した株主総会の出席者は４６１人で，土産があった昨年の１０９９人から半減し
ました。 

 今回は，株主総会をめぐる事情が変化していることもあり，今一度，株主総会がどのようなものなのかにつ
いて考えてみたいと思います。 
   
 ○株主総会とは？ 
 株主総会は，株主の総意によって会社の意思を決定する機関です。本来であれば，株主総会では全ての事項
を決定できるのですが，取締役会が設置されている会社（以下，取締役会設置会社を前提に説明を続けま
す。）では，会社の所有と経営の分離がすすんでおり，株主総会は基本的事項だけを決定する機関となってい
ます。 
 この基本的事項としては，取締役や監査役の選任や解任，取締役の報酬など，取締役にその決定をゆだねた
のでは株主の利益が害される恐れが高いと考えられる事項，定款の変更や会社の合併といった会社の基礎的変
更に関する事項，株主の重要な利益に関する事項（株式併合，剰余金配当等）があります。 
   
 ○株主総会の概要 
 株主総会には，定時株主総会と臨時株主総会（臨時の必要があるときに開催される。）があります。定時株
主総会は，主として決算に関する決議をする（または報告を受ける。）ために開催されるのですが，３月決算
としている会社が多いため，その決算に関する議決を行うのは６月に集中することが多いといえます。 
 会社は，株主に株主総会への出席の機会と準備の期間を与えるため，株主総会の招集通知を株主総会の日の
２週間前まで（会社の種類によっては，この期間を短縮することが許容されています。）に発する必要があり
ます。 
 これを受けた株主が，株主総会に出席するか否かは株主の自由ですが，株主が，株主総会に出席したくとも
諸事情により出席できない場合などを想定して，代理人によって議決権を行使することが認められています。
この場合，株主または代理人は，会社に対して，代理権を証明する書面（委任状等）を提出する必要がありま
す。某家具会社のときもニュースになりましたが，会社内部で経営権を巡る争いがある場合などは，両陣営が
相手方陣営より多くの議決権を得ようと，この委任状の争奪戦を繰り広げます。 
 株主総会の議決は，多数決で行われます。原則として，議決権を行使することができる株主の過半数を有す
る株主が出席し（定足数），その出席株主の議決権の過半数で決定します。しかし，決議事項によっては，こ
の要件が加重されます。 
  
 ○株主総会に関する様々な疑問 
 ・株主総会はどこで開催しても良いのか。 
 旧法では，株主総会の招集地について制限があったのですが，現在では，この制限は廃止されています。そ
のため，株主総会をどこで開催するのかは会社の自由です。しかし，株主の出席を著しく困難にするような場
所で株主総会を開催した場合は，株主総会の取消事由となる可能性がありますので，この点は注意が必要で
す。 
 ・議決権の行使を代理人に委任する場合，その代理人は誰でもよいのか。 
 法律上，代理人の資格は制限されていませんが，会社の定款によって代理人の資格が制限されていることが
多いといえます。大抵の会社は，代理人を株主に限定しています。これは，株主以外の者が代理人として株主
総会に出席することを認めると，株主総会の秩序を維持することが困難となる可能性があるからです。 
 もっとも，裁判例では，株主でない弁護士による議決権の代理行使を会社が拒絶したところ，これを違法と
判断したものがあります。 
 ・株主総会にカメラやＩＣレコーダーを持ち込んでもよいか。 
 カメラやＩＣレコーダー（以下「カメラ等」といいます。）の持込みについては，株主総会会場の施設管理
者である代表取締役の裁量により，制限されることがあります。これは，カメラ等の使用により株主総会の議
事運営に混乱を来すことが予想される場合があるからです。 
 ただ，何の理由もないのに，一般的・画一的にカメラ等の一切の持込みを禁止し，その持込みを理由に株主
の入場を拒否することがあれば，株主総会の取消原因となる可能性があります。 
 ・少数株主の権利としては，どのようなものがあるか。 
 取締役会設置会社では，少数株主（６ヶ月前からどの時期をとっても総株主の議決権の１％以上または３０
０個以上の議決権を有していた株主）は，(1)会社が招集する総会で一定の事項を議題とすること（議題の提案
権），(2)その提出する議案の要領を招集通知に記載すること（議案の提出権）が認められています。かかる権
利行使をするには，取締役に対して，株主総会の日の８週間前までに書面で請求する必要があります。 
  
  今回は，簡単ではありますが，株主総会の概要についてお話をさせていただきました。この分量で株主総
会の全てをお話しするのは難しいのですが，株主総会について，少しでもご理解をいただければと思います。 
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 日本三古泉とは？ 

日本三古泉 

有馬温泉（兵庫県）   白浜温泉（和歌山県）   道後温泉（愛媛県） 

 日本三名泉は、古事記、日本書紀の舒明天皇（３４代）などの歴代天皇の行幸の記録があるこ

となどからそのように言われています。 

 有馬温泉は、掛け流しと循環風呂の境界が曖昧な印象を受けます。掛け流しとうたっていても

半循環だったり、塩素殺菌がなされていたりすることが多いので注意が必要です。 

 道後温泉は、私の知っている限りそもそも掛け流しの旅館が２軒しかありません。しかも、も

ともと単純泉でも箱根湯本や湯布院のようにあまり泉質に個性のない単純泉なので、温泉に入っ

たとういう実感があまりない温泉地です。道後温泉本館は立派な掛け流しではあるものの、塩素

殺菌がかなりされていて台無しです。 

 その点、白浜温泉は、その泉質もさることながら（良質の塩化物泉）、掛け流し率が高い温泉

地です。崎の湯、牟婁の湯、白良の湯など共同湯はすべて掛け流しですし、各旅館、ホテルの掛

け流しの状況も素晴らしいです。特に、白浜温泉は、砿湯（まぶゆ）源泉、行幸（みゆき）源

泉、甘露の湯などといった源泉名がついているのがいいですね。砿湯と行幸源泉は牟婁の湯、柳

屋などに配湯されていますが、これが実に甘塩からく美味しい。かねがね日本一美味しい飲泉だ

と私は思っています。 

 日本三古泉は、現在では白浜温泉の圧勝と言って差し支えないと思います。以下の写真はすべ

て白浜温泉です。ちなみに，白浜温泉は駅前や温泉街の風情が素晴らしい！ 

     

    牟婁の湯          牟婁の湯            崎の湯 

    

   白良の湯      柳屋の内風呂     白浜館の内風呂     民宿望海 


